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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性半導体と、
　前記磁性半導体上に形成された第１の強磁性層と、前記第１の強磁性層の上部に形成さ
れた第２の強磁性層と、前記第１と第２の強磁性層との間に形成された第１の非磁性層と
を有する磁性積層膜と、
　前記第２の強磁性層と、前記第２の強磁性層の上部に形成された第３の強磁性層と、前
記第２の強磁性層と第３の強磁性層の間に形成された第１のトンネルバリア層とを有する
トンネル磁気抵抗効果膜と、
　前記磁性半導体に電気的に接続された第１の電極と、
　前記第１の強磁性層、第１の非磁性層及び第２の強磁性層のうち何れか１層に電気的に
接続された第２の電極と
　前記第３の強磁性層に電気的に接続された第３の電極を備え、
　前記第１の電極と第３の電極との間に電流を流すことにより、前記磁性半導体および磁
性積層膜を通って前記トンネル磁気抵抗効果膜にトンネル電流が流れ、
　外部磁界が印加されると前記第２の強磁性層の磁化方向が変化し、この磁化方向の変化
による抵抗変化を前記第２の電極及び第３の電極により検出することを特徴とする３端子
型磁気ヘッド。
【請求項２】
　前記第１の強磁性層の磁化の方向は固定されていることを特徴とする請求項１記載の３
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端子型磁気ヘッド。
【請求項３】
　前記第３の強磁性層の磁化の方向は固定されていることを特徴とする請求項１記載の３
端子型磁気ヘッド。
【請求項４】
　前記第３の強磁性層の磁化の方向は、前記第１のトンネルバリア層と対向する側とは反
対側に形成された反強磁性層により固定されていることを特徴とする請求項３記載の３端
子型磁気ヘッド
【請求項５】
　前記第３の電極は、前記反強磁性層に電気的に接続されていることを特徴とする請求項
４記載の３端子型磁気ヘッド。
【請求項６】
　前記磁性半導体と第１の強磁性層との間に第２の非磁性層が形成されていることを特徴
とする請求項５記載の３端子型磁気ヘッド。
【請求項７】
　前記磁性半導体はＧａ、Ａｓ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｇｅ、Ｓｉ、Cの少なく
とも一つを含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の３端子型磁気ヘッド
。
【請求項８】
　前記第１の強磁性層、第２の強磁性層および第３の強磁性層はＣｏ、Ｆｅ、Ｎｉのいず
れか一つを含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の３端子型磁気ヘッド
。
【請求項９】
　前記第１の非磁性層はＣｕ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔのいずれか一つを含むことを特徴とする
請求項１乃至８のいずれかに記載の３端子型磁気ヘッド。
【請求項１０】
　磁性半導体と、
　前記磁性半導体上に形成された非磁性層と、
前記非磁性層の上部に形成された第１の強磁性層と第２の強磁性層と、前記第１の強磁性
層と第２の強磁性層の間に形成された第１のトンネルバリア層と、前記第２の強磁性層上
に形成された反強磁性層を有するトンネル磁気抵抗効果膜と、
　前記磁性半導体に電気的に接続された第１の電極と、
　前記第１の強磁性層又は前記非磁性層に電気的に接続された第２の電極と
　前記第２の強磁性層又は前記反強磁性層に電気的に接続された第３の電極を備え、
　前記第１の電極と第３の電極との間に電流を流すことにより、前記磁性半導体および非
磁性層を通って前記トンネル磁気抵抗効果膜にトンネル電流が流れ、
　外部磁界が印加されると前記第１の強磁性層の磁化方向が変化し、この磁化方向の変化
による抵抗変化を前記第２の電極及び第３の電極により検出することを特徴とする３端子
型磁気ヘッド。
【請求項１１】
　前記磁性半導体はＧａ、Ａｓ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｇｅ、Ｓｉ、Cの少なく
とも一つを含むことを特徴とする請求項１０記載の３端子型磁気ヘッド。
【請求項１２】
　前記第１の強磁性層および第２の強磁性層はＣｏ、Ｆｅ、Ｎｉのいずれか一つを含むこ
とを特徴とする請求項１０又は１１記載の３端子型磁気ヘッド。
【請求項１３】
　前記非磁性層はＣｕ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔのいずれか一つを含むことを特徴とする請求項
１０乃至１２のいずれかに記載の３端子型磁気ヘッド。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれかに記載の３端子型磁気ヘッドを備えることを特徴とする磁
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気記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は３端子型磁気抵抗効果素子を磁気的に記録された情報を磁気的に再生するヘッド
に用いる３端子型磁気ヘッド、ならびにその３端子型磁気ヘッドを備える超高密度磁気記
録再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高密度磁気記録装置に用いられる磁気ヘッドの再生部には、電流を膜面内方向に流す巨大
磁気抵抗効果(ＣＩＰ－ＧＭＲ：Current In Plane-Giant Magnetoresistance)素子やトン
ネル型磁気抵抗効果素子が提案されており、それぞれ特開平4-358310号公報（特許文献１
）、特開平10-4227号公報(特許文献２)に記載されている。また、最近ではこれらの磁気
抵抗効果素子に対して数十倍もの出力が得られる３端子型スピントランジスタの室温動作
がPhysical Review Letters. Vol 85, 3277 (2000)(非特許文献１)において報告され、磁
気ヘッドへの応用に期待されている。これは、トランジスタ構造においてベースにCo/Cu/
Coの巨大磁気抵抗効果素子を適用し、半導体（エミッタ）/金属（ベース）界面に形成さ
れるショットキーバリアを使ってGMR素子ににホットエレクトロンを注入することにより
高出力化を達成している。このようにホットエレクトロンを注入することはMR素子の出力
を増大させるには有効であるが、これまで報告されている金属/半導体ショットキーバリ
アでは出力するコレクタ電流が1nA程度と非常に小さいという問題があった。
【０００３】
【特許文献１】
「特開平4-358310号公報」
【特許文献２】
「特開平10-4227号公報」
【非特許文献１】
「Physical Review Letters. Vol 85, 3277 (2000)」
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、超高密度磁気記録再生装置用磁気ヘッドに関し、従来の３端子型磁気抵抗効果
素子が抱えていた下記の課題を解決した素子、すなわち、磁性半導体と磁性積層膜及びTM
R素子からなる３端子型磁気抵抗素子を用いた３端子型磁気ヘッドおよびこの３端子型磁
気ヘッドを用いた超高密度磁気記録再生装置を提供することを目的とする。
第一の課題は、磁気抵抗素子の高出力化である。
第二の課題は、TMR素子部に最適な電流密度を確保することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の目的を達成するために、３端子型磁気ヘッドにおいて、磁性半導体と、
前記磁性半導体上に形成された第１の強磁性層と、前記第１の強磁性層上に形成された第
２の強磁性層と、前記第１と第２の強磁性層との間に形成された第１の非磁性層とを有す
る磁性積層膜と、前記第２の強磁性層と前記第２の強磁性層上に形成された第３の強磁性
層と、前記第２の強磁性層と第三の強磁性層の間に形成された第１のトンネルバリア層と
を有するトンネル磁気抵抗効果膜と、前記磁性半導体に電気的に接続された第１の電極と
、前記第１の強磁性層、第１の非磁性層又は第２の強磁性層のうち何れか１層に電気的に
接続された第２の電極と前記第３の強磁性層に電気的に接続された第３の電極を備え、前
記第１の電極と第３の電極との間に電流を流すことにより、前記磁性半導体および磁気抵
抗効果膜を通って前記トンネル磁気抵抗効果膜にトンネル電流が流れ、外界磁界が印加さ
れると前記第２の強磁性層の強磁性層の磁化方向が変化し、この磁化方向の変化による抵
抗変化を前記第２の電極及び第３の電極により検出する３端子型磁気抵抗効果素子を用い
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るようにした。また、かかる３端子型磁気抵抗効果素子において、前記第３の強磁性層の
磁化の方向は、前記第１のトンネルバリア層と対向する側とは反対側に形成された反強磁
性層により固定されているようにした。
【０００６】
前記磁性半導体と第２の強磁性層との間に第２のトンネルバリア層、前記磁性半導体と第
１の強磁性層との間に第２の非磁性層、および、前記磁性半導体と第２の非磁性層との間
に第２のトンネルバリア層が形成されているようにした。
【０００７】
また、磁性半導体と、前記磁性半導体上に形成された非磁性層と、前記非磁性層の上に形
成された第１の強磁性層と第２の強磁性層と、前記第１の強磁性層と第２の強磁性層の間
に形成された第１のトンネルバリア層と、前記第２の強磁性膜上に形成された反強磁性層
を有するトンネル磁気抵抗効果膜と、前記磁性半導体に電気的に接続された第１の電極と
、前記第１の強磁性層又は第１の非磁性層の何れかに電気的に接続された第２の電極と前
記第３の強磁性層又は前記反強磁性層のいずれかに電気的に接続された第３の電極を備え
、前記第１の電極と第３の電極との間に電流を流すことにより、前記磁性半導体および磁
気抵抗効果膜を通って前記トンネル磁気抵抗効果膜にトンネル電流が流れ、外界磁界が印
加されると前記第１の強磁性層の強磁性層の磁化方向が変化し、この磁化方向の変化によ
る抵抗変化を前記第２の電極及び第３の電極により検出する３端子型磁気抵抗効果素子を
用いるようにした。
【０００８】
上記３端子型磁気ヘッドにおいて、前記磁性半導体はＧａ、Ａｓ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｎ、Ｆｅ
、Ｃｏ、Ｇｅ、Ｓｉ、Cの少なくとも一つ、前記第１の強磁性層、第２の強磁性層、およ
び第３の強磁性層はＣｏ、Ｆｅ、Ｎｉのいずれか一つ、および、前記第１の非磁性金属層
と第２の非磁性金属層はＣｕ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔのいずれかひとつを含むようにした。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明では、磁性半導体上にGMR素子とTMR素子を積層した積層膜を形成し、磁性半導体か
らこの積層膜に高偏極スピンエレクトロンを注入することによりTMR素子の出力を増大さ
せた。また、磁性半導体の上にＧＭＲ素子の代りに適当な非磁性膜あるいはトンネルバリ
ア膜を配置して同様の効果を得た。磁性半導体と積層膜の間はショットキーバリアあるい
はトンネルバリアあるいはオーミック接合で高偏極ホットエレクトロンあるいは高偏極ス
ピンをバリスティック、拡散的に注入させた。
【００１０】
磁性半導体とTMR素子の間に適当な非磁性層やトンネルバリア層あるいはGMR膜を備えるこ
とにより高偏極スピンの注入効率の高い界面を形成することが可能となり、ひいてはスピ
ン依存伝導性の大きな素子を形成することが可能となった。さらには、上記手段によりTM
R素子部に最適な電流密度を確保することが可能となった。
【００１１】
以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する。
[実施の形態１]
図１に本発明の実施例のひとつを示す。磁性半導体11上に第１の強磁性層31、その上に第
１の非磁性層41が積層されて磁性積層膜が形成され、さらにその上に第２の強磁性層32、
第１のトンネルバリア層21、第３の強磁性層33が順次積層されてトンネル磁気抵抗効果膜
が形成されている。
【００１２】
磁性半導体11と第１の強磁性層31と第３の強磁性層の端部にはそれぞれ電極51と電極52と
電極53が配置されている。電極52は第１の強磁性層31、第１の非磁性層41、第２の強磁性
層のいずれかの層の上に配置されていてもかまわない。電極51と電極52と電極53はそれぞ
れ電気的にリークしないようにお互い絶縁されている。
【００１３】
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次に本発明の３端子磁気抵抗効果素子の動作原理について説明する。外部磁界(H)により
第２の強磁性層32の磁化は自由に回転し、その回転角に応じて第１のトンネルバリア層を
介した第２の強磁性32と第３の強磁性層33の間の膜面垂直方向の電気抵抗が変化し磁気抵
抗効果が発生する。この本発明の素子は、電極51より電極53に電流を流し、電極52と電極
53の間に設けられた信号検出系71にて上記磁気抵抗効果を出力する３端子型磁気抵抗効果
素子である。この出力方式は電圧検出出力あるいは電流検出出力とする。電極51から印加
された電流は磁性半導体を通過し、第１の強磁性層31と第１の非磁性層41と第２の強磁性
層32で構成される磁性積層膜(この場合、ＧＭＲ膜となっている)に流れ込む。この際、磁
性半導体中の伝導電子は高偏極した電子スピンであり、上記の積層膜に注入される。この
効果と上記GMR膜でのスピンフィルタリングの効果により大きな磁気抵抗効果を得ること
ができる。
【００１４】
次に、上記３端子型磁気抵抗効果膜の各種材料と作製法について説明する。GaAs基板上に
磁性半導体11としてGaMnAsをMBE（分子線エピタキシー）法を使って形成した。その後大
気に暴露することなくスパッタリング法を用いてその上の積層膜を形成した。
【００１５】
第１の強磁性金属層31、第１の非磁性層にはそれぞれCoFe2nm、Cu2nmを用いた。第２の強
磁性層32にはCoFe2nmを適用し、その上の第1のトンネルバリア層21にはAl2O32nmを用いた
。このAl2O3の形成にはAl金属膜のプラズマ酸化及び自然酸化法を用いた。第３の強磁性
層33はCoFe2nmとした。
【００１６】
上記材料のほかに以下に挙げる材料を適用してもよい。すなわち、磁性半導体11としてGa
MnAsのほかにGaMnN、CrAs、CrSb、CoTiO2、CoZnO、MnZnO、MnC、MnAs、MnSi、FeSi、FeGe
、MnGe、MnCを用いてもよい。第１の非磁性層41としてCuのほかにAu、Ag、Ptを用いても
よい。第１の強磁性層31としてCoFeのほかにCo、NiFeを使ってもよい。第２の強磁性層32
はCoFeの他にCoFe/NiFe積層膜を用いてもよい。また第３の強磁性層33としてCoFe/Ru/CoF
eのいわゆるシンセティックフェリ構造としてもかまわない。
【００１７】
素子の形成にはフォトリソグラフィーとエッチング及びEBリソグラフィーを用いた。
このように作製した３端子型磁気抵抗効果素子において得られた磁気抵抗効果は200%であ
った。この特性は従来のトンネル型磁気抵抗効果素子の抵抗変化率(30%)よりも一桁大き
い値であった。また、電極52と電極53の間の電流は1000μAであった。この値は従来のト
ンネル型磁気抵抗効果素子で印加される電流値とほぼ同程度の値である。ここで比較した
従来のトンネル型磁気抵抗効果素子の基本構成を図１4に示した。強磁性自由層／トンネ
ルバリア層／強磁性固定層はCoFe／Al2O3／CoFeという膜構成になる。
【００１８】
[実施の形態２]
図２は図１の構成に対して第３の強磁性層の上に反強磁性層を備えた構成である。素子形
成方法は実施の形態１と同様にフォトリソグラフィーとエッチング及びEBリソグラフィー
を用いて行った。反強磁性層34はMnPt12nmとした。図３に示すように電極53は第３の反強
磁性層34の上に配置してもよい。このように作製した３端子型磁気抵抗効果素子において
得られた磁気抵抗効果は300%であった。また、電極52と電極53の間の電流は100μAであっ
た。この構成において反強磁性層は第３の強磁性層の磁化方向を固定し、出力を増加させ
るの役割を果たしている。
【００１９】
［実施の形態３］
図４は、図３の構成に対して、第１の強磁性層31と磁性半導体11の間に第２のトンネルバ
リア層22を備えた構成である。
素子形成方法は実施の形態１と同様にフォトリソグラフィーとエッチング及びEBリソグラ
フィーを用いて行った。
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【００２０】
第２のトンネルバリア22を備えることにより、磁性半導体11との界面に形成される電子状
態を制御することが可能である。本実施の形態では磁性半導体からトンネル電流によりバ
リスティックに電流が流れるため、高偏極スピン注入効率が上がり出力が増大できる。本
実施の形態で得られた磁気抵抗効果は400である。得られた電流は100μAである。
【００２１】
［実施の形態４］
図５は、図３の構成に対して、第１の強磁性層と磁性半導体11の間に第２の非磁性層42を
備えた構成である。本素子に適用された材料は[実施の形態１]で述べた構成と同様である
。本構成のトンネルバリア23にはAl金属膜の酸化によって形成されたAl2O3を用いた。
素子形成方法は実施の形態１と同様にフォトリソグラフィーとエッチング及びEBリソグラ
フィーを用いて行った。
【００２２】
第２の非磁性層42を備えることにより、磁性半導体11との界面に形成される電子状態を制
御することが可能である。本実施の形態では磁性半導体から拡散的に高偏極スピンが注入
されるため、出力は低下するが、磁性半導体中の伝導電子はハーフメタルであるため磁性
半導体/第一の非磁性金属層界面はオーミックな接合であり抵抗が低減でき、図３(実施の
形態２)の場合に比し、電流の減衰を抑制する効果が大きい。本実施の形態で得られた磁
気抵抗効果は150%であるが、電極52と電極53の間電流値は1mA程度であった。
【００２３】
[実施の形態５]
図６に本発明の他の実施例の一つを示す。図５の構成加えて磁性半導体11上に第２のトン
ネルバリア22が形成されており、その上に第2の非磁性金属層42、第１の強磁性金属層31
、第１の非磁性金属層41、第２の強磁性自由層32、第１のトンネルバリア22、第３の強磁
性固定層33、反強磁性層34が順次積層されている。
【００２４】
磁性半導体11と第１の強磁性層31と反強磁性層34の端部にはそれぞれ電極51と電極52と電
極53が配置されている。電極52は第１の強磁性層31、第１の非磁性層41、第２の強磁性層
32のいずれかの層の上に配置されていてもかまわない。電極51と電極52と電極53はそれぞ
れ電気的にリークしないようにお互い絶縁されている。
【００２５】
次に本発明の３端子磁気抵抗効果素子の動作原理について説明する。外部磁界(H)により
第２の強磁性層32の磁化は自由に回転し、その回転角に応じて第１のトンネルバリアを介
した第２の強磁性層32と第3の強磁性層33の間の膜面垂直方向の電気抵抗が変化し磁気抵
抗効果が発生する。電極51より電極53に電流を流し、電極52と電極53の間に設けられた信
号検出系71にて上記磁気抵抗効果を出力する。この出力方式は電圧検出出力あるいは電流
検出出力とする。電極51から印加された電流は磁性半導体を通過し、第２のトンネルバリ
ア22を介して第２の非磁性層42と第１の強磁性層31と第１の非磁性層42と強磁性層32で構
成されるGMR膜に流れ込む。この際、磁性半導体中の伝導電子は高偏極した電子スピンで
あり、また第１のトンネルバリアを介して流れるため、バリスティック（散乱されず）に
高偏極スピン電子が第１→２の非磁性層42より上に積層された積層膜に注入される。この
効果と上記GMR膜でのスピンフィルタリングの効果により非常に大きな磁気抵抗効果を得
ることができる。
【００２６】
次に、上記３端子型磁気抵抗効果膜の各種材料と作製法について説明する。GaAs基板上に
磁性半導体11としてGaMnAsをMBE（分子線エピタキシー）法を使って形成した。次に第２
のトンネルバリア22としてAlAs2nmを同様にMBE法にて積層した。その後大気に暴露するこ
となくスパッタリング法を用いてその上の積層膜を形成した。第２の非磁性層41、第1の
強磁性金属層31、第１の非磁性層にはそれぞれCu2nm、CoFe2nm、Cu2nmを用いた。第２の
強磁性層32にはCoFe2nmを適用し、その上の第１のトンネルバリア層21にはAl2O32nmを用
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いた。このAl2O3の形成にはAl金属膜のプラズマ酸化及び自然酸化法を用いた。第３の強
磁性層33はCoFe2nm、反強磁性層34はMnPt12nmとした。
【００２７】
本実施例においても、これまでの実施例同様、上記材料のほかに以下に挙げる材料を適用
してもよい。磁性半導体11としてGaMnAsのほかにGaMnN、CrAs、CrSb、CoTiO2、CoZnO、Mn
ZnO、MnC、MnAs、MnSi、FeSi、FeGe、MnGe、MnCを用いてもよい。第一の非磁性金属層41
、第２の非磁性金属層42としてCuのほかにAu、Ag、Ptを用いてもよい。強磁性金属層31と
してCoFeのほかにCo、NiFeを使ってもよい。第２の強磁性層32はCoFeの他にCoFe/NiFe積
層膜を用いてもよい。また第３の強磁性層としてCoFe/Ru/CoFeのいわゆるシンセティック
フェリ構造としてもかまわない。反強磁性層34はMnPtのほかにMnIrを用いてもかまわない
。
【００２８】
素子の形成にはフォトリソグラフィーとエッチング及びEBリソグラフィーを用いた。
このように作製した3端子型磁気抵抗効果素子において得られた磁気抵抗効果は300%であ
った。この特性は従来の巨大磁気抵抗効果素子の抵抗変化率(30%)よりも一桁大きい値で
あった。また、電極52と電極53の間の電流は100μAであった。
【００２９】
[実施の形態６]
図８は図６の構成において第２のトンネルバリアと第１のトンネルバリアの間の積層膜が
非磁性層43、第1の強磁性層35で形成された構成をもつ3端子型磁気抵抗効果素子である。
但し、図６における第２の強磁性層３２が本図での第１の強磁性層35、第３の強磁性層33
が本図での第２の強磁性層36に相当する。本素子に適用された材料は[実施の形態５]で述
べた構成と同様である。
【００３０】
素子形成方法も[実施の形態５]と同様フォトリソグラフィーとエッチング及びEBリソグラ
フィーを用いて行った。
こうして作製した３端子型磁気抵抗効果素子において得られた磁気抵抗効果は250%であり
、電極52と電極53の間の電流は100μAであった。
【００３１】
[実施の形態７]
図７は図８の構成において第２のトンネルバリア層のない構成をもつ３端子型磁気抵抗効
果素子である。本素子に適用された材料は[実施の形態５]で述べた材料と同様である。本
構成のトンネルバリア23にはAl金属膜の酸化によって形成されたAl2O3を用いた。また非
磁性層43にはCuを用いた。
【００３２】
素子形成方法も実施の形態1と同様フォトリソグラフィーとエッチング及びEBリソグラフ
ィーを用いて行った。
【００３３】
こうして作製した３端子型磁気抵抗効果素子では、磁性半導体11と非磁性層43の間にトン
ネルバリアがないために磁性半導体中の高偏極スピンは拡散的に注入される。そのため高
偏極スピン注入効率は低下するが、磁性半導体中の伝導電子はハーフメタルであるため磁
性半導体/第１の非磁性層界面はオーミックな接合であり抵抗が低減でき、電流の減衰が
抑制できる。
本実施の形態で得られた磁気抵抗効果は100%であるが、電極52と電極53の間の電流は1mA
と大きな値を示した。
［実施の形態８］
図９は本発明の３端子型磁気抵抗効果素子１を搭載した磁気ヘッドの例の一つを示す概念
図である。基体60上に３端子型磁気抵抗効果素子1、電極51、電極52、下部シールドNiFe6
1を100nm、上部シールド兼下部コアNiFe61を1μm、層間絶縁保護膜63、コイル64、上部コ
アCoNiFe62を形成してなる。上部シールド兼下部コア61は電極53を兼ねる。
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【００３４】
図１０は、本発明の3端子型磁気抵抗効果素子1を搭載した磁気ヘッドの例の一つを示す。
３端子型磁気抵抗効果素子１の強磁性自由層は磁気記録媒体の情報の書き込みを行うため
のプローブ型記録ヘッドも兼ねている。電極52と電極53を第２の強磁性自由層32と第１の
強磁性層31の間の出力を検出できるように配置させ、電極51は磁性半導体11に接続されて
いる。出力の検出方法について次に示す。電極51と電極53の間にセンス電流を流し電極52
と電極53の間の抵抗変化量を検出する。検出信号は電圧出力であっても電流出力であって
もかまわない。
図１１は本発明の３端子型磁気抵抗効果ヘッドを搭載したICチップ搭載型のジンバルの一
つの代表例を示す。ICチップの中に３端子型磁気抵抗効果素子の出力検知に必要な電源、
検出系が備えられている。図１２は本発明の３端子型磁気抵抗効果ヘッドを搭載した配線
引出し型のジンバルの代表例を示す。３端子型磁気抵抗効果ヘッドから引き出された配線
が装置の電源および検出系に接続されている。３端子型磁気抵抗効果素子からの配線の引
き出しと電極端子は例えば前記図７に示した配置構造によって実現される
図１３は本発明の磁気記録再生装置の構成例である。磁気的に情報を記録する記録媒体91
をスピンドルモーター93にて回転させ、アクチュエーター92によってヘッドスライダー90
を記録媒体91のトラック上に誘導する。即ち、磁気ディスク装置においてはヘッドスライ
ダー90上に形成した再生ヘッド、及び記録ヘッドがこの機構によって記録媒体91上の所定
の記録位置に近接して相対運動し、信号を順次書き込み、及び読み取るのである。
アクチュエーター92はロータリーアクチュエーターであるのがよい。記録信号は信号処理
系94を通じて記録ヘッドにて媒体上に記録し、再生ヘッドの出力を信号処理系94を経て信
号を得る。さらに再生ヘッドを所望の記録トラック上へ移動せしめるに際して、本再生ヘ
ッドからの高感度な出力を用いてトラック上の位置を検出し、アクチュエーターを制御し
て、ヘッドスライダーの位置決めを行うことができる。
本図ではヘッドスライダー90、記録媒体91を各１個示したが、これらは複数であっても構
わない。また、記録媒体91は両面に記録媒体を有して情報を記録してもよい。情報の記録
がディスク画面の場合ヘッドスライダー90はディスクの両面に配置する。上記完全分極ス
ピン注入層31を備えた３端子型磁気抵抗効果素子を搭載した磁気記録装置において従来構
造のセンサーを搭載した磁気記録装置に比べて、高密度に対応する良好な特性を示した。
これにより500Gb/in2以上の記録密度に対応した磁気ヘッドを実現できる。
【００３５】
【発明の効果】
上述したような磁性半導体とTMR素子を組み合わせた3端子型磁気抵抗効果素子適用した３
端子型磁気ヘッドを磁気記録装置に搭載することにより、従来よりも高密度な磁気記録装
置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の一構成
例を示した図である。
【図２】図２は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の他の一
構成例を示した図である。
【図３】図３は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の更に他
の一構成例を示した図である。
【図４】図４は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の更に他
の一構成例を示した図である。
【図５】図５は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の更に他
の一構成例を示した図である。
【図６】図６は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の更に他
の一構成例を示した図である。
【図７】図７は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の更に他
の一構成例を示した図である。
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【図８】図８は本発明の３端子型磁気ヘッドに用いる３端子型磁気抵抗効果素子の更に他
の一構成例を示した図である。
【図９】図９は本発明の３端子型磁気抵抗効果素子を用いた記録再生ヘッドの概要斜視図
の例を示した図である。
【図１０】図１０は本発明の３端子型磁気抵抗効果素子を用いた再生ヘッドの概要の一例
を示した図である
【図１１】図１１は本発明の３端子型磁気抵抗効果ヘッドを搭載したICチップ搭載型ジン
バルの一例の概要を示した斜視図である。
【図１２】図１２は本発明の３端子型磁気抵抗効果ヘッドを搭載した配線引出し型ジンバ
ルの一例の概要を示した斜視図である。
【図１３】図１３は本発明の３端子型磁気抵抗効果ヘッドを搭載した磁気記録再生装置の
構成例を示した図である。
【図１４】図１４は従来のトンネル型磁気抵抗効果素子の基本構成例を示す図である。
【符号の説明】
1…３端子型磁気抵抗効果膜、11…磁性半導体、21…第１のトンネルバリア、22…第２の
トンネルバリア、23…トンネルバリア、31…第１の強磁性層、32…第２の強磁性層、33…
第３の強磁性層、34…反強磁性層、35…第１の強磁性層、36…第２の強磁性層、37…強磁
性自由層、38…強磁性固定層、39…反磁性層、41…第１の非磁性層、42…第２の非磁性層
、43…非磁性層、51…電極、52…電極、53…電極、60…基体、61…上部シールド兼下部コ
ア、62…上部コア、63…層間絶縁保護膜、64…コイル、71…信号検出系、72…ICチップ、
90…スライダー、91…記録媒体、92…アクチュエーター、93…スピンドルモーター、94…
信号処理回路。

【図１】 【図２】
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